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梨
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梨
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す
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梨
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梨
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六

○
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梨
県
立
看
護
大
学
大
学
院
学
則
の
一
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改
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…
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八

○
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梨
県
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す
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則
…
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梨
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八

○
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梨
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一
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す
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規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

○
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

○
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

○
山
梨
県
立
女
性
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

○
山
梨
県
環
境
緑
化
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

○
山
梨
県
立
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
一
一

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
一
号

山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
「
受
け
な
い
者
」
の
下
に
「（
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定

め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
特
定
任
期
付
職
員
の
行
政
職
給
料
表
に
相
当
す
る
職
務
の
級
は
、
知
事
が
人
事
委
員
会
の
意
見
を

き
い
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
号

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
に
、「
公
共
職
業
訓

練
施
設
」
を
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
の
四
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次

の
二
条
を
加
え
る
。

（
公
務
上
の
災
害
の
範
囲
）

第
二
条
の
二

公
務
上
の
災
害
の
範
囲
は
、
公
務
に
起
因
す
る
負
傷
、
障
害
及
び
死
亡
並
び
に
地
方
公

務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
疾
病

と
す
る
。

（
通
勤
に
よ
る
災
害
の
範
囲
）

第
二
条
の
三

通
勤
に
よ
る
災
害
の
範
囲
は
、
通
勤
に
起
因
す
る
負
傷
、
障
害
及
び
死
亡
並
び
に
次
に

掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

一
　
通
勤
に
よ
る
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
勤
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
疾
病

第
七
条
の
二
第
二
号
中
「
教
護
院
」
を
「
児
童
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
四
中
「
二
十
九
万
五
千
円
」
を
「
三
十
一
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
第
六
十
九
条
の
七
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「10
万
円
」
を
「20

万
円
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

三
月
三
十
日

号
外
第
十
号

火　曜　日



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十

六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
四
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由

が
生
じ
た
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
号

山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
学
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
社
会
情
報
論

２
　
　
　
２

別
表
第
一
号
の
表
中
「
社
会
情
報
論
　
２
　
　
　
２
」
を

生
活
メ
デ
ィ
ア
論
　
２
　
　
　
２

「
中
国
語
　
２
　
　
　
２

に
、
「
中
国
語
　
２
　
　
　
２
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

韓
国
語
　
２
　
　
　
２
」

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
学
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
学
則
」
と
い

う
。
）
別
表
第
一
号
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
入
学
す
る
者
（
転
入
学
を
す

る
者
を
除
く
。
）
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
は
、
新

学
則
別
表
第
一
号
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
の
属
す
る
年
次
の
在
学
者
に
係
る
授
業
科

目
及
び
単
位
数
と
同
一
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
号

山
梨
県
辺
地
振
興
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
辺
地
振
興
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
辺
地
振
興
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
の
額
に
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
「
の
う
ち
、
平
成
十
五
年
度
以
前
に

融
通
額
を
決
定
さ
れ
た
資
金
に
係
る
元
利
償
還
金
の
額
に
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
平
成
十

六
年
度
以
後
に
融
通
額
を
決
定
さ
れ
た
資
金
に
係
る
元
利
償
還
金
の
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た

額
の
合
計
額
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

三

第８号様式（第１５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

四

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
号

山
梨
県
過
疎
地
域
振
興
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
過
疎
地
域
振
興
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
過
疎
地
域
振
興
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
の
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
「
の
う
ち
、
平
成
十
五
年
度
以
前
に
融

通
額
を
決
定
さ
れ
た
資
金
に
係
る
元
利
償
還
金
の
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
平
成
十
六
年

度
以
後
に
融
通
額
を
決
定
さ
れ
た
資
金
に
係
る
元
利
償
還
金
の
額
に
百
分
の
三
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
昭
和
三
十
五
年
」
の
下
に
「
の
人
口
か
ら
」
を
加
え
、「
か
ら
起
算
し
て
三
十
五
年

以
前
に
お
い
て
最
近
に
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
年
（
以
下
「
基
準
年
」
と
い
う
。）」
を
「（
以
下
「
基

準
年
」
と
い
う
。）
か
ら
起
算
し
て
三
十
五
年
以
前
に
お
い
て
最
近
に
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
年
の
人

口
か
ら
」
に
改
め
、「
と
あ
る
の
は
「
基
準
年
」
と
」
の
下
に
「
、「
昭
和
三
十
五
年
の
人
口
で
」
と
あ

る
の
は
「
基
準
年
か
ら
起
算
し
て
三
十
五
年
以
前
に
お
い
て
最
近
に
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
年
の
人
口

で
」
と
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
項
中
「「
百
分
の
四
十
」」
の
下
に
「
及
び
「
百
分
の
三
十
五
」」
を
加
え
る
。

第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

五

第８号様式（第１４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

六

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
号

山
梨
県
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
消
防
学
校
規
則
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
教
育
訓
練
の
種
類
等
）

第
二
条

学
校
の
教
育
訓
練
の
種
類
、
対
象
及
び
内
容
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
教
育
訓
練
の
種
別
、
教
科
目
及
び
時
間
数
は
、
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
（
平
成
十

五
年
消
防
庁
告
示
第
三
号
）
を
勘
案
し
て
、
校
長
が
定
め
る
。

第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
中
「
消
防
の
一
部
事
務
組
合
の
管
理
者
」
を
「
消
防
長
」
に
改
め
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

七

別表（第２条関係）



第
二
号
様
式
中
「
科
の
課
程
」
を
「
の
課
程
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

山
梨
県
立
看
護
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
看
護
大
学
大
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
看
護
大
学
大
学
院
学
則
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「

地
域
老
年
看
護
学
実
習
　
　
　
　
２

基
礎
看
護
学
特
論
　
　
　
　
　
　
２

別
表
中
「

地
域
老
年
看
護
学
実
習
　
　
　
　
２
」
を

基
礎
看
護
学
特
論
実
習
　
　
　
　
４

基
礎
看
護
学
実
習
　
　
　
　
　
　
２
」

に
、「
五
十
六
単
位
」
を
「
六
十
四
単
位
」
に
、「
七
十
二
単
位
」
を
「
八
十
単
位
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
　
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

五
　
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

第
七
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
大
規
模
行
為
の
届
出
）

第
十
一
条

条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
届
出
書
は
、
大
規

模
行
為
届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

別
記
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

八



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

九

山梨県知事　　　　　　　殿

第２号様式（第１１条関係）



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
号

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

家
屋
リ
フ
ォ
ー
ム
科
　
　
六
月
　
　
「

内
装
リ
フ

別
表
第
一
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

建
　
　
　
設
　
　
　
科
　
六
月
」

建
設
施
工

「

パ
ソ
コ
ン
活
用
科
　
　
　
二

商
業
簿
記
科
　
　
　
　
　
二

ォ
ー
ム
科
　
　
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
務
・
社
会
保
険
労
務
　
二

に
改
め
、
同
表
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中

科
　
　
　
　
　
五
月
」

・
簿
記
科

パ
ソ
コ
ン
文
書
科
　
　
　
一

パ
ソ
コ
ン
事
務
科
　
　
　
一

月
　
四
〇
名

月
　
二
〇
名

「

総
合
ビ
ジ
ネ
ス
科
　
　
　
四
月
　
三
〇
名

月
　
二
〇
名

を
　
　
パ
ソ
コ
ン
応
用
科
　
　
　
三
月
　
四
〇
名
　
に
改
め
る
。

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科
　
　
　
一
月
　
二
〇
名
」

月
　
四
〇
名

月
　
四
〇
名
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
七
〇
〇
円
」
に
、「
三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
、
一
〇

〇
円
」
に
、「
五
、
一
〇
〇
円
」
を
「
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、「
六
、
四
〇
〇
円
」
を
「
六
、
九
〇
〇

円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
及
び
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
」
を
「
、
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
及
び
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
場
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
県
民
の
福
祉
に
資
す
る
と
知
事
が
認
め
る
競
技
会
、
博
覧
会
又
は
興
行
の
た
め
に
有
料
公
園
施
設

を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
の
期
間
前
に

お
い
て
も
、
有
料
公
園
施
設
利
用
許
可
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
第
二
号
の
表
中
「
及
び
陸
上
競
技
場
（
山
梨
県
富
士
北
麓
公
園
陸
上
競
技
場
を
除
く
。）」

を
「
、
陸
上
競
技
場
（
山
梨
県
富
士
北
麓
公
園
陸
上
競
技
場
を
除
く
。）
及
び
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
場
」
に

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
三
号

山
梨
県
立
女
性
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
女
性
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
立
女
性
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
七
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

一
〇



山
梨
県
規
則
第
十
四
号

山
梨
県
環
境
緑
化
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
環
境
緑
化
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
環
境
緑
化
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
五
号

山
梨
県
立
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
立
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県
規
則
第

二
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

一
一



発
行
者
　
　
山
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県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
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号
　
　
　
　
　
印
刷
所
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サ
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ニ
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印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

一
二


